
2024 年 12 月 5 日  

(株)東京環境測定センターニュース 

（Ｎｏ. ２３７） 

 

１. 公共用水域水質環境基準、排水基準、土壌環境基準、地下水環境基準等に係る告示の一部改 

 正案の概要について 

環境省 e-Gov パブリック・コメントより抜粋・一部編集 

 

2024 年 10 月に環境省から e-Gov パブリック・コメントにて、上記表題の意見募集がありま

した。 

 

（１）改正の経緯・背景 

水質汚濁に係る環境基準について（昭和 46 年 12 月環境庁告示第 59 号）等に引用して

いる日本産業規格 JIS K 0102（工場排水試験方法）は、JIS K 0101（工業用水試験方法）と

統合し、JIS K 0102（-1，-2，-3, -4, -5）工業用水・工場排水試験方法として、新たに５

部編成の規格群として令和６年 10 月 21 日に分冊化が行われた。  

分冊化に伴い、規格番号の変更が行われたことに加えて、分析技術の向上に対応した新た

な分析方法が導入されたため、所要の告示改正を行うこととする。 

（２）改正案の内容 

（改正案対象の告示について） 

 ○ 水質汚濁に係る環境基準について（昭和 46 年 12 月環境庁告示第 59 号）  

○ 排水基準を定める省令の規定に基づき環境大臣が定める排水基準に係る検定方法（昭和 

49 年９月環境庁告示第 64 号）  

○ 土壌の汚染に係る環境基準について（平成３年８月環境庁告示第 46 号） 

 ○ 地下水に含まれる試料採取等対象物質の量の測定方法を定める件（平成 15 年 ３月環

境省告示第 17 号）  

○ 土壌溶出量調査に係る測定方法を定める件（平成 15 年３月環境省告示第 18 号）  

○ 土壌含有量調査に係る測定方法を定める件（平成 15 年３月環境省告示第 19 号）  

○ 地下水の水質汚濁に係る環境基準について（平成９年３月環境庁告示第 10 号） 

 ○ 水質汚濁防止法施行規則第６条の２の規定に基づき環境大臣が定める検定方 法（平成

元年８月環境庁告示第 39 号）  

○ 水質汚濁防止法施行規則第９条の４の規定に基づき環境大臣が定める測定方法（平成８

年９月環境庁告示第 55 号）  

○ 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法施行

規則第五条第二項の規定に基づく環境大臣が定める検定方法（平成７年 ６月 16 日環

境庁告示 30 号）  

○ 特定悪臭物質の測定の方法（昭和 47 年５月 30 日環境庁告示９号）  

○ 臭気指数及び臭気排出強度の算定の方法（平成７年９月 13 日環境庁告示 63 号） 



（改正の内容について）  

○ 各告示にて引用している規格番号については、分冊化に伴い変更された新たな規格番号

へ変更する（別紙１）。  

○ 近年の分析技術などに関する検討を踏まえ、公定分析法への導入が適当である新たな分

析方法を公定分析法に位置づける（別紙２）。 

 

（３）今後の予定  

公 布 ：令和６年 12 月下旬  

施 行 ：令和７年４月１日 

 

 現在この案件についての意見募集は終了していますが、今後提出された意見については公開 

 される予定になっています。 

 

  御質問、問合せは、技術グループまでお願いします。 



別紙1














